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「職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関

係の成立をあっせんすることをいいます。（職業安定法第4条第1項） 

職業紹介事業には「無料職業紹介事業（許可制又は届出制）」及び「有料職業紹介事業（許

可制）」があります。 

「無料職業紹介事業」においては、職業紹介に関し、いかなる名義でも、その手数料又は

報酬を受けないで行う職業紹介をいいます。（職業安定法第4条第2項） 

また、「有料職業紹介事業」では、建設業務及び港湾運送業務にかかる職業紹介を行う事

が出来ません。 

〈受入れ概念図〉 

～ 受入れ団体の皆様へ～ 

外国人技能実習制度に係る職業紹介について 
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はじめに 

「出入国管理及び難民認定法」（以下、「入管法」という。）の改正により、平成２２年７月

以降に受け入れる外国人技能実習生については、受入れ企業（法務省令では実習実施機関）

と雇用契約を結んで技能実習を行わなければならなくなりました。 

この結果、従来、受入れ団体（法務省令では監理団体）が送出し機関と提携して行って

いる技能実習生の受け入れは、原則として、職業紹介行為に該当することとなり、職業安

定法に基づく職業紹介事業の許可又は届出が必要になります。 

職業紹介事業とは 

あっせん 

厚生労働省・都道府県労働局 
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受入れ団体が無料職業紹介事業を行う場合、名目の如何を問わず、実費を含めた一切の手

数料は徴収出来ないこととなっています。 

また、技能実習生の受け入れを行っている「会員」の「会費」が他の「会員」の「会費」

と比べて高くなっている場合は、手数料を徴収しているものと解されることがありますので、

留意してください。 

なお、職業紹介に要する費用として、代表的なものは、職業紹介事業に従事する監理団体

の職員及び役員の報酬、技能実習生の選抜に係る監理団体職員の送出し国への渡航費、送出

し団体が行う職業紹介事業に対する費用、送出し国における採用面接に係る会場費等の費用

などがあります。 

※ 職業紹介に係る費用と技能実習生の監理にかかる費用については、明確に区分して事業

を行う必要があります。 

 

 

 

技能実習生の受入れのように国外から求職者を受け入れる場合については、以下の要件が

必要となります。 

(1) 国外の取次機関である送出し機関は、提携先として許可を受けた又は届け出たもので

あること。 

(2) 申請書に記載、又は届け出た国を相手先国として職業紹介を行うものであること。 

(3) 入管法等関係法令及び相手先国の法令を遵守して行うものであること。（提携して職

業紹介を行う送出し機関についても、相手国の法令等に従い許可等を受けていることが

必要です。） 

(4) 求職者に対して渡航費用その他費用を貸し付け、又は求人者がそれらの費用を貸し付

けた求職者に対して職業紹介を行うものでないこと。 

 

 

 

職業紹介事業を行う事業所ごとに専属の職業紹介責任者をおく必要があります。職業紹介

責任者はその事業者が雇用する労働者（法人の場合は役員でも可）でなくてはなりません。 

また、職業紹介責任者は、労働関係法令に関する知識及び職業紹介事業に関する経験を有

する者であり、職業紹介責任者講習を受講し、成年に達した後３年以上の職業経験が必要と

なっています。 

職業紹介責任者講習の受講については、次の講習実施機関を参照して下さい。 

 

国外にわたる職業紹介について 

 

監理費と職業紹介手数料について 

 

（講習実施機関） 

「社団法人全国民営職業紹介事業協会（民紹協）」 

   http://www.minshokyo.or.jp/ 

「社団法人日本人材紹介事業協会（人材協）」 

   http://www.jesra.or.jp/ 

職業紹介責任者について 
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（１）代表者及び役員 

代表者及び役員が職業安定法３２条に定める欠格事由注 1)に該当しないこと、また、

国外にわたる職業紹介を行うに必要な能力注２)を有する者であることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）求職者等の個人情報の取扱い 

求職者等の個人情報の保護を図るため、個人情報の管理体制を確立し、「個人情報適

正管理規程」を定める必要があります。 

 

（３）業務の運営に関する規程 

適正な事業運営を実施するため「業務の運営に関する規程」を定める必要があります。 

 

（４）帳簿の備付け 

職業紹介事業を行うにあたり、求人及び求職管理簿を備え付ける必要があります。ま

た、有料職業紹介事業を行う場合は、手数料管理簿を備え付ける必要があります。 

 

（５）労働条件等の明示 

技能実習を希望する外国人に対して、送出し機関を通じて、技能実習の内容、賃金、

労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません。 

 

（６）労働争議に対する不介入 

受入れ団体は、労働争議に対する職業紹介事業者としての中立の立場を維持するため、

同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている受入れ企業に対して、職業紹介を行うことはで

きません。 

 

（７）申請書類等の提出 

職業紹介事業における申請書類の提出は、申請者の所在地を管轄する都道府県労働局

を経由して厚生労働大臣に提出しなければなりません。また、許可申請の場合は、事業

開始時期のおおむね２ヶ月前までには行う必要があります。 

許可・届出の申請を行う場合には、管轄都道府県労働局にご相談ください。 

注１）職業安定法３２条の欠格事由（抄） 

・受入れ団体の役員が、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から

起算して５年を経過しない場合 

・受入れ団体の役員が、職業紹介事業の許可を取り消され、当該取り消しの日から起算して５年を経過しない場合 

等があります。 

注２）国外にわたる職業紹介を行う必要な能力とは、送出し国の送出しに関する実情、法的な規制について把握している

こと、求人者、求職者と的確な意思の疎通を図るに足る能力を有することとされています。 

適正な事業運営について 
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特別の法人として無料職業紹介事業の届出をする際には、以下の要件を満たす必要があり

ます。 

(1) 職業安定法に定める特別の法人であること 

(2) 当該法人の構成員の数が１０以上であること 

(3) 当該法人の構成員等を求人者として職業紹介事業を行う法人であること 

 

○ 届出要件の具体的内容 

（１）職業安定法に定める特別の法人 

具体的には以下に掲げるものであって、構成員の数が１０以上のものが該当します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）対象となる求人者及び求職者 

特別の法人は、当該法人の直接若しくは間接の構成員を求人者とし、又は当該法人の

構成員若しくは構成員に雇用されている者を求職者として無料職業紹介事業を行う場合

は、厚生労働大臣に届け出て行うことができます。しかし、求人・求職者を限定せずに

広く一般に無料職業紹介事業を行う場合は、厚生労働大臣の許可が必要となります。 

 

（３）事業所要件 

特別の法人の行う無料職業紹介事業については、事業所について許可基準はありませ

んが、求人者等の個人的な秘密を保持し得るものであり、無料職業紹介事業を行う事業

所であることが明確となるよう、また、職業安定機関その他の公的機関と誤認を生ずる

もので無いよう事業所の名称を定める等の必要があります。 

・農業協同組合法（昭和２２年法律第１３２号）の規定により設立された農業協同組合 

・水産業協同組合法（昭和２３年法律第２４２号）の規定により設立された漁業協同組合又は水産加工業協同

組合 

・中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）の規定により設立された事業協同組合又は中小企業団

体中央会 

・商工会議所法（昭和２８年法律第１４３号）の規定により設立された商工会議所 

・中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）の規定により設立された商工組合 

・商工会法（昭和３５年法律第８９号）の規定により設立された商工会 

・その他これらに準ずる者として、厚生労働大臣が定める者 

  なお、「厚生労働大臣が定める者」については、 

・農業協同組合法（昭和２２年法律第１３２号）の規定により設立された農業協同組合連合会 

・水産業協同組合法（昭和２３年法律第２４２号）の規定により設立された漁業協同組合連合会又は水産加工

業共同組合連合会 

・中小企業協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）の規定により設立された事業協同組合連合会 

・商工会議所法（昭和２８年法律第１４３号）の規定により設立された日本商工会議所 

・中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）の規定により設立された商工組合連合会 

・商工会法（昭和３５年法律第８９号）の規定により設立された商工会連合会 

無料職業紹介事業の届出について 
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無料職業紹介事業の許可の申請を行うには、次の許可要件に合致している必要があります。 

（１）財産的基礎要件 

基準資産として無料職業紹介事業を行おうとする事業所ごとに５００万円以上が必要

です。 

※ 基準資産とは、資産（繰延資産及び営業権を除く）の総額から負債の総額を控除し

た額です。 

また、事業資金として自己名義の現金・預貯金の額が１５０万円に申請者が無料職業

紹介事業を行おうとする事業所の数から１を減じた数に６０万円を乗じた額を加えて得

た額以上となることが必要です。 

 

（２）事業所要件 

事業所の場所が適切であること、職業紹介の事業に使用する事業所の面積が２０㎡以

上あること、求人者等の個人的な秘密を保持し得るものであること等が必要です。 

また、事業所名が適切である必要があり、「無料職業紹介」の文字を入れる必要があり

ます。 

 

 

 

有料職業紹介事業の許可の申請を行うには、次の許可要件に合致している必要があります。 

（１）財産的基礎要件 

基準資産として有料職業紹介事業を行おうとする事業所ごとに５００万円以上が必要

です。 

※ 基準資産とは、資産（繰延資産及び営業権を除く）の総額から負債の総額を控除し

た額です。 

また、事業資金として自己名義の現金・預貯金の額が１５０万円に申請者が有料職業

紹介事業を行おうとする事業所の数から１を減じた数に６０万円を乗じた額を加えて得

た額以上となることが必要です。 

 

（２）職業紹介手数料 

有料職業紹介事業の手数料については、その額が厚生労働省令で定める手数料表に基

づく手数料、又は厚生労働大臣に届け出た手数料表に基づく手数料でなければなりませ

ん。このため、後者の場合には、手数料表を届け出る必要があります。 

 

（３）事業所要件 

事業所の場所が適切であること、職業紹介の事業に使用する事業所の面積が２０㎡以

上あること、求人者等の個人的な秘密を保持し得るものであること等が必要です。 

有料職業紹介の許可について 

無料職業紹介事業の許可について 

届出及び許可の申請の際の添付書類は、６ページ、７ページを参照下さい。 
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事  項 書  類 

 

(1) 事業計画に関する書類 

 

 

 

(2) 法人に関する書類 

 

 

 

(3) 代表者、役員に関する書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 職業紹介責任者に関する書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 資産及び資金に関する書類 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有料又は無料職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る有料、無料

又は特別の法人無料職業紹介事業計画書（様式第２号） 

 

 

①定款又は寄付行為 

②法人の登記事項証明書 

 
 

①住民票の写し 

②履歴書 

③代表者、役員の法定代理人の住民票の写し及び履歴書（代表者、役員が

未成年者で職業紹介事業に関し法定代理人の営業の許可を受けていない

場合。なお、法定代理人の営業の許可を受けている場合は、その法定代

理人の許可を受けたことを証する書面（未成年者に係る登記事項証明書)

。) 

 

 

職業紹介事業を行う事業所ごとの職業紹介責任者の住民票の写し及び履歴

書（職業紹介責任者が役員と同一である場合においては、提出を要しない

。）               

ただし、無料職業紹介事業者が有料職業紹介事業の許可を申請する場合で

あって無料の職業紹介事業を行っている事業所の職業紹介責任者を、当該

申請に係る事業所の職業紹介責任者として引き続き選任するときは、住民

票の写し（住所に変更がある場合を除く。）及び履歴書を添付することを

要しない。 
 

 

①最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書(税務署に提出した

もの。) 

②職業紹介事業に関する資産の内容及びその権利関係を証明する次の書類 

 

イ 法人の場合 

(ｲ) 最近の事業年度における法人税の納税申告書の写し(税務署の受付

印のあるものに限る。法人税法施行規則別表１及び４は、必ず提出

すること。) 

(ﾛ) 納税証明書(国税通則法施行令第41条第1項第3 号ロに係る同施行

規則別紙第８号様式(その２)による法人の最近の事業年度におけ

る所得金額に関するもの。) 

(ﾊ) 最近の事業年度における株主資本等変動計算書 

 
 

：「有料職業紹介事業」許可申請時における添付書類 

:「無料職業紹介事業」許可申請時における添付書類 

：「特別の法人の無料職業紹介事業」届出時における添付書類 

有 料

 有料

 有料  

 

無料 届出 

届出 

届出 

届出 

無料 

無料 

無料 

無料 

有料 

有料 

有料 

有料 

有 料

 有料  

無料 

届出 

申請、届出等の添付書類 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 個人情報の適正管理に関する書類 
 

 

 

(7) 業務の運営に関する書類 
 

 

 

(8) 事業所施設に関する書類 
 

 

 

 

 

 

 

 

(9) 相手先国に関する書類 

 

 

 

 

(10) 送出し（取次）機関に関する書類 
 

  

ロ  個人の場合 

(ｲ) 最近の納税期における所得税の納税申告書の写し（税務署の受付印

のあるものに限る。納税申告書第一表。） 

(ﾛ) 納税証明書（国税通則法施行令第41条第１項第３号イに係る同施行

規則別紙第８号様式(その２)による個人の最近の事業年度におけ

る所得金額に関するもの。） 

(ﾊ) 預貯金の残高証明書（預貯金を資産とする場合） 

(ﾆ) 登記事項証明書（不動産を資産とする場合） 

(ﾎ) 公的機関による不動産の評価額証明書の写し（例えば固定資産税の

評価額証明書）（不動産を資産とする場合）等 

③所有している資金の額を証明する預貯金の残高証明書及び貸付金残高証

明書 

 

 

職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る個人情報適正管理規程 

 

 

 

職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る業務の運営に関する規程 

 

 

 

①職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る建物の登記事項証明書

（申請者の所有に係る場合のみ） 

②職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る建物の賃貸借又は使用

貸借契約書（他人の所有に係る場合のみ） 

※なお、新規に事業を開始する場合であって、申請時に登記事項証明書

又は賃貸借契約書等の提出が困難な場合は、許可予定日の３０日前ま

でに提出すれば足りること。 
 

相手先国の技能実習生の送出しについての関係法令等 
 

 

 

 

①送出し（取次）機関及び事業者の業務分担について記載した契約書その

他事業の運営に関する書類 

②相手先国において、当該送出し（取次）機関の活動が認められているこ

とを証明する書類及びその日本語訳（相手先国で許可を受けている場合

にあっては、その許可証の写し） 

 

※ 申請者が個人の場合 「(2)法人に関する書類」については添付を要さ

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

届出 

届出 

届出 

届出 

届出 無料 

無料 

無料 

無料 

無料 

有 料

 有料  

有料 

有 料

 有料  

有 料

 有料  

有 料

 有料  

不明な点などがあれば、お近くの都道府県労働局又は厚生労働省職業安定局需給 

調整事業課にお問い合わせ下さい。（８ページを参照下さい。） 

様式や様式例は、厚生労働省のホームページに記載されていますので参照下さい。 

（http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/syoukai/index.html） 

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/syoukai/index.html
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課室名 郵便番号 所　　　在　　　地 代表電話番号

1 北海道 需給調整事業室 ０６０－８５６６ 北海道札幌市北区北８条西２－１－１　札幌第１合同庁舎３Ｆ ０１１－７３８－１０１５

2 青　 森 職業安定課 ０３０－８５５８ 青森県青森市新町２－４－２５　青森合同庁舎７Ｆ ０１７－７２１－２０００

3 岩 　手 職業安定課 ０２０－８５２２ 岩手県盛岡市中央通２－１－２０　ニッセイ同和損保盛岡ビル５Ｆ ０１９－６０４－３００４

4 宮　 城 需給調整事業室 ９８３－８５８５ 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町１　仙台第４合同庁舎 ０２２－２９２－６０７１

5 秋　 田 職業安定課 ０１０－０９５１ 秋田県秋田市山王３－１－７　東カンビル５Ｆ ０１８－８８３－０００７

6 山　 形 職業安定課 ９９０－８５６７ 山形県山形市香澄町３－２－１　山交ビル３階 ０２３－６２６－６１０９

7 福　 島 需給調整事業室 ９６０－８０３１ 福島県福島市栄町６－６　ＮＢＦユニックスビル６Ｆ ０２４－５２８－０３３５

8 茨 　城 需給調整事業室 ３１０－８５１１ 茨城県水戸市宮町１－８－３１ ０２９－２２４－６２３９

9 栃　 木 需給調整事業室 ３２０－０８４５ 栃木県宇都宮市明保野町１－４　宇都宮第２地方合同庁舎２Ｆ ０２８－６１０－３５５５

10 群 　馬 需給調整事業室 ３７１－８５６７ 群馬県前橋市大渡町１－１０－７　群馬県公社総合ビル８Ｆ ０２７－２１０－５１０５

11 埼 　玉 需給調整事業室 ３３０－６０１６ 埼玉県さいたま市中央区新都心１１－２　ランド・アクシス・タワー１４Ｆ ０４８－６００－６２１１

12 千　 葉 需給調整事業室 ２６０－８６１２ 千葉県千葉市中央区中央４－１１－１　千葉第二地方合同庁舎１階 ０４３－２０２－５１８１

13 東 　京 需給調整事業第一課 １０８－００２２ 東京都港区海岸３－９－４５ ０３－３４５２－１４７２

14 神奈川 需給調整事業課 ２３１－００１５ 神奈川県横浜市中区尾上町５－７７－２　馬車道ウエストビル２Ｆ ０４５－６５０－２８１０

15 新　 潟 需給調整事業室 ９５１－８５８８ 新潟県新潟市中央区川岸町１－５６ ０２５－２３４－５９３０

16 富 　山 需給調整事業室 ９３０－８５０９ 富山県富山市神通本町１－５－５ ０７６－４３２－２７１８

17 石 　川 需給調整事業室 ９２０－００２４ 石川県金沢市西念３－４－１　金沢駅西合同庁舎５Ｆ ０７６－２６５－４４３５

18 福　 井 職業安定課 ９１０－００１９ 福井県福井市春山１－１－５４　福井春山合同庁舎９Ｆ ０７７６－２６－８６０９

19 山　 梨 職業安定課 ４００－８５７７ 山梨県甲府市丸の内１－１－１１ ０５５－２２５－２８５７

20 長 　野 職業安定課 ３８０－８５７２ 長野県長野市中御所１－２２－１ ０２６－２２６－０８６５

21 岐 　阜 職業安定課 ５００－８８４２ 岐阜県岐阜市金町４－３０　明治安田生命岐阜金町ビル３Ｆ ０５８－２６３－５５４６

22 静　 岡 需給調整事業課 ４２０－８６３９ 静岡県静岡市葵区追手町９－５０　静岡地方合同庁舎 ０５４－２７１－９９８０

23 愛　 知 需給調整事業第一課 ４６０－０００８ 愛知県名古屋市中区栄２－３－１　名古屋広小路ビルヂング６Ｆ ０５２－２１９－５５８７

24 三　 重 需給調整事業室 ５１４－０００２ 三重県津市島崎町３２７－２　津第２地方合同庁舎 ０５９－２２６－２１６５

25 滋　 賀 職業安定課 ５２０－００５１ 滋賀県大津市梅林１－３－１０　滋賀ビル３Ｆ ０７７－５２６－８６０９

26 京　 都 需給調整事業課 ６０４－０８４６ 京都府京都市中京区両替町通御池上ル金吹町４５１ ０７５－２４１－３２２５

27 大　 阪 需給調整事業第一課 ５４０－００２８ 大阪府大阪市中央区常盤町１－３－８　中央大通ＦＮビル１４Ｆ ０６－４７９０－６３０３

28 兵　 庫 需給調整事業課 ６５０－００４４ 兵庫県神戸市中央区東川崎町１－１－３　神戸クリスタルタワー１４Ｆ ０７８－３６７－０８３１

29 奈　 良 職業安定課 ６３０－８５７０ 奈良県奈良市法蓮町３８７　奈良第３地方合同庁舎 ０７４２－３２－０２０８

30 和歌山 職業安定課 ６４０－８５８１ 和歌山県和歌山市黒田２－３－３ ０７３－４８８－１１６０

31 鳥 　取 職業安定課 ６８０－８５２２ 鳥取県鳥取市富安２－８９－９ ０８５７－２９－１７０７

32 島　 根 職業安定課 ６９０－０８４１ 島根県松江市向島町１３４－１０　松江地方合同庁舎５Ｆ ０８５２－２０－７０１８

33 岡　 山 需給調整事業室 ７００－０９０７ 岡山県岡山市北区下石井１－４－１　岡山第二合同庁舎 ０８６－８０１－５１１０

34 広　 島 需給調整事業課 ７３０－００１３ 広島県広島市中区八丁堀１６－１１　日本生命広島第二ビル３Ｆ ０８２－５１１－１０６６

35 山　 口 需給調整事業室 ７５３－８５１０ 山口県山口市中河原町６－１６　山口地方合同庁舎２号館 ０８３－９９５－０３８５

36 徳　 島 職業安定課 ７７０－０８５１ 徳島県徳島市徳島町城内６－６　徳島地方合同庁舎４Ｆ ０８８－６１１－５３８３

37 香　 川 職業安定課 ７６０－００１９ 香川県高松市サンポート３－３３　高松サンポート合同庁舎３Ｆ ０８７－８１１－８９２２

38 愛　 媛 職業安定課 ７９０－８５３８ 愛媛県松山若草町４－３　松山若草合同庁舎５Ｆ ０８９－９４３－５２２１

39 高　 知 職業安定課 ７８０－８５４８ 高知県高知市南金田１－３９ ０８８－８８５－６０５１

40 福　 岡 需給調整事業課 ８１２－００１３ 福岡県福岡市博多区博多駅東２－１１－１　福岡合同庁舎新館６Ｆ ０９２－４３４－９７１１

41 佐　 賀 職業安定課 ８４０－０８０１ 佐賀県佐賀市駅前中央３－３－２０　佐賀第２合同庁舎６Ｆ ０９５２－３２－７２１６

42 長　 崎 需給調整事業室 ８５０－００３３ 長崎県長崎市万才町７－１　住友生命長崎ビル ０９５－８０１－００４０

43 熊　 本 需給調整事業室 ８６０－０８０５ 熊本県熊本市桜町１－２０　西嶋三井ビル７Ｆ ０９６－２１１－１７３１

44 大　 分 需給調整事業室 ８７０－００３７ 大分県大分市東春日町１７－２０　大分第２ソフィアプラザビル３Ｆ ０９７－５３５－２０９５

45 宮　 崎 職業安定課 ８８０－０８１２ 宮崎県宮崎市高千穂通２－１－３３　明治安田生命宮崎ビル７Ｆ ０９８５－３８－８８２３

46 鹿児島 職業安定課 ８９２－０８４７ 鹿児島県鹿児島市西千石町１－１　西千石第一生命ビル１Ｆ ０９９－２１９－８７１１

47 沖　 縄 職業安定課 ９００－０００６ 沖縄県那覇市おもろまち２－１－１　那覇第二地方合同庁舎３Ｆ ０９８－８６８－１６５５

需給調整事業課 １００－８９１６ 東京都千代田区霞が関１－２－２　中央合同庁舎５号館 03-5253-1111　内：5746

需給調整事業関係業務担当窓口一覧
※最寄りの都道府県労働局にご連絡下さい。

局　名

職業安定局

 

21.12 


